
経済的な理由等で国民年金保険料（令和６年度の保険料は月額１６，９８０円）を納めることが困難な場合には、
申請により保険料の納付が免除または猶予となる制度があります。
※任意加入されている方は、制度を利用することができません。
※免除・猶予とも所得制限があり、所得が一定額以下でなければ承認されません。ただし、離職者の方は
　申請の際に雇用保険被保険者離職票等のコピーを提出することで、承認される場合があります。
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年■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６■問合せ　国保年金課国保係☎０２９－８８５－０３４０（内）１１６

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

「国民年金保険料」
　納めるのが困難なときは…

５０歳未満の方で、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。承認さ
れた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間には加算されますが、年金受給額には反映されません。

納付猶予制度納付猶予制度

保険料の免除・納付猶予の承認を受けた期間のある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて、年金受
給額が低額となります。しかし、１０年以内に後から納付することで、年金受給額を増やすことができます。
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

追納制度追納制度

※一部納付制度の承認期間中に保険料
を納付しなかった場合は、その未納額
および免除額は通常未納した場合と同
じ取扱いとなります。

０円

免除の割合

2 分の１免除

１２，４４０円

８，３００円

4分の１免除

納付する額

本人・配偶者・世帯主の所得が一定額以下の場合、所得に応じ保険料の全額、または一部（３段階に分
かれます）が免除されます。

免除の割合

全額免除

４，２５０円

０円

１２，７４０円

８，４９０円

4分の 3免除 4分の１免除

半額免除

納付する額 免除の割合 納付する額

▼免除の割合と納付する額（令和６年度／月額１６，９８０円の場合）

全額免除制度・一部納付（一部免除）制度全額免除制度・一部納付（一部免除）制度

給額 低額 り す 年以内 後 納付す 年金受給額 増
また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されます。

～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～～重度心身障がい者・ひとり親家庭のマル福の受給者証をお持ちの方へ～

新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します新しい マル福の受給者証 を６月下旬に郵送します
重度心身障がい者・父子家庭の父子・母子家庭の母子としてマル福制度の対象となっている方の受給
者証は、原則毎年６月末日で更新となります。新しい受給者証を６月下旬に郵送しますので、現在ご
使用の受給者証は、有効期限経過後に各自で責任をもって処分してください。
ただし、下記に該当する方については更新の手続きが必要になります。更新手続きのご案内を６月中
旬に送付しますので、記載内容をご確認のうえ、役場国保年金課までお越しください。

▲

令和６年１月１日時点で、美浦村に本人もしくは扶養義務者の住民登録がない方
市区町村が発行する証明書で令和５年分の所得額・控除額内訳・扶養控除人数の記載
があるもの（令和６年度の所得等証明書、課税証明書等）をご準備ください。▲

本人もしくは扶養義務者の令和５年中の所得の申告がお済みでない方
※この他、必要に応じて窓口にお越しいただく場合があります。

窓口で更新手続きが必要な方は？窓口で更新手続きが必要な方は？
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子育てひろばのご案内子育てひろばのご案内

休

休

休

休

休

紫外線対策していますか？紫外線対策していますか？
紫外線は春先から増え、6月から 8月頃に最も強くなります。薄くてデリケートな
子どもの皮膚は日焼けなど悪影響を受けやすいので、強い日差しを長時間浴びない
ように対策をしましょう。

～日常生活に取り入れやすい紫外線対策～
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